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収支報告　予算・決算 受講した証明 証明が必要 証明が必要 証明する物が必要 証明する物が必要 証明する物が必要
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補　助　額

一律10,000円

また、リスク管理費

として、別途予算

の範囲内で救急医

療用品や医薬品

代として10,000円

程度支給出来る。

事業費全額補助

(飲食費除)

但し、１団体

10,000円を上限

とする。　(年1

回)

1団体10,000円

（年１回）

Ａ会員派遣

1団体10,000円

（1事業）

Ｂ会員派遣(注)

1団体5,000円以

内（1事業・会費

の範囲内）

交流事業におい

ては1人あたり

2,000円とし年

間20,000円を上

限とする。

１大会毎に

10,000円

!"#$%&'(

)*+,-./0

1232224+5,

.6789

年間 10,000円

１団体 5,000円

（年１回　１事業）
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１団体 10,000円

（年１回　１事業）
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　　合　計

1 剣道部 10,000 10,000 15,000 20,000 10,000 65,000

2 空手道部 10,000 15,000 20,000 10,000 5,000 10,000 70,000

3 テニス部 10,000 10,000 15,000 35,000

4 バレーボール部 10,000 15,000 10,000 35,000

5 陸上部 10,000 15,000 25,000

6 少年野球スポーツ少年団 10,000 10,000 10,000 15,000 20,000 10,000 5,000 80,000

7 サッカースポーツ少年団 10,000 10,000 15,000 20,000 5,000 60,000

8 グラウンドゴルフ部 10,000 15,000 5,000 30,000

80,000 30,000 20,000 120,000 0 90,000 20,000 20,000 20,000 400,000

　　令和3年度 申請見込を記入してください。

交 付 対 象 事

業

!!!!!!"!#$%&'()*+,

!"#$%$&'()*+,-./

01234)5$'6789:3;<

=>?

合　　計

注）1事業(大会)で申請できる事業は、１補助とする。一つの事業を A～Gに分けて該当させない。 注）町等から出張旅費や費用弁償等経費が支出されるものは対象外。 《注意》

町の補助金をスポ協の補助金と

して、各団体へ交付するため、

申請時には以下のことについて

注意してください。

①補助金は飲食・宴会費に使用

しない。

②領収書は、使途が判るよう、

内容を明記する。(補助金の監

査資料のため)

③県や町から補助金を受けてい

る団体からの補助や助成、他団

体からの交付金や補助金との二

重交付にならないように申請に

注意する。《町補助金の二重取

り》

④町から、出張旅費や費用弁償

が支出されるものは対象外。

(町から依頼された交流事業で

費用が支給されるもの)

⑤1つの“冠”大会で申請対象

となるのは、1補助とする。予

選会と決勝や、開催会場ごとに

分けて申請できない。

県スポーツフェスタは、補助対

象外とする。県からの補助金を

受領し配分済。(実施した団体

のみ)

県スポ協に町の補助金から負担

金を支出している。これによ

り、県からフェスタ開催費用等

の補助を受けている。

県スポ協負担金は、町の補助金

から支出。振込手数料等も町の

補助金から支出している。

注）年度末の申告の際に全体の活動費が大幅に増えた場合、当初予算に照らし補助額を調整させて頂くことがあります。
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補　助　額

一律10,000円

また、リスク管理費

として、別途予算

の範囲内で救急医

療用品や医薬品

代として10,000円

程度支給出来る。

事業費全額補助

(飲食費除)

但し、１団体

10,000円を上限

とする。　(年1

回)

1団体10,000円

（年１回）

Ａ会員派遣

1団体10,000円

（1事業）

Ｂ会員派遣(注)

1団体5,000円以

内（1事業・会費

の範囲内）

交流事業におい

ては1人あたり

2,000円とし年

間20,000円を上

限とする。

１大会毎に

10,000円
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年間 10,000円

１団体 5,000円

（年１回　１事業）
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１団体 10,000円

（年１回　１事業）
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　　合　計

1 剣道部 10,000

2 空手道部 10,000

3 テニス部 10,000

4 バレーボール部 10,000

5 陸上部 10,000

6 少年野球スポーツ少年団 10,000

7 サッカースポーツ少年団 10,000

8 グラウンドゴルフ部 10,000
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　　令和3年度 申請見込を記入してください。

交 付 対 象 事

業
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合　　計
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注）1事業(大会)で申請できる事業は、１補助とする。一つの事業を A～Gに分けて該当させない。 注）町等から出張旅費や費用弁償等経費が支出されるものは対象外。 《注意》

町の補助金をスポ協の補助金と

して、各団体へ交付するため、

申請時には以下のことについて

注意してください。

①補助金は飲食・宴会費に使用

しない。

②領収書は、使途が判るよう、

内容を明記する。(補助金の監

査資料のため)

③県や町から補助金を受けてい

る団体からの補助や助成、他団

体からの交付金や補助金との二

重交付にならないように申請に

注意する。《町補助金の二重取

り》

④町から、出張旅費や費用弁償

が支出されるものは対象外。

(町から依頼された交流事業で

費用が支給されるもの)

⑤1つの“冠”大会で申請対象

となるのは、1補助とする。予

選会と決勝や、開催会場ごとに

分けて申請できない。

県スポーツフェスタは、補助対

象外とする。県からの補助金を

受領し配分済。(実施した団体

のみ)

県スポ協に町の補助金から負担

金を支出している。これによ

り、県からフェスタ開催費用等

の補助を受けている。

県スポ協負担金は、町の補助金

から支出。振込手数料等も町の

補助金から支出している。

注）年度末の申告の際に全体の活動費が大幅に増えた場合、当初予算に照らし補助額を調整させて頂くことがあります。
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